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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載バッテリとして使用されたバッテリであって、車載以外の他の用途に再利用される
前記バッテリの前記他の用途での余寿命を推定する余寿命推定方法であって、
  前記車載バッテリの使用経過時間または前記使用経過時間内での積算電力量と、温度上
昇率Ｘｒとを取得し、記憶領域に登録する第１のステップと、
  車両の位置情報、走行ルート、及び前記車載バッテリの使用形態のうちの少なくともい
ずれかの情報を取得し、前記使用経過時間または前記積算電力量と、前記温度上昇率Ｘｒ
とに対して前記情報を対応付けて前記記憶領域に登録する第２のステップと、
  前記車載バッテリの寿命に至るまでの温度上昇率と前記他の用途のバッテリの寿命に至
るまでの温度上昇率とが対応付けられた温度上昇率マップであって、前記第２のステップ
にて取得する前記情報に対応する温度上昇率マップを取得する第３のステップと、
  前記第３のステップにて取得する前記温度上昇率マップを用いて、前記温度上昇率Ｘｒ
から前記他の用途のバッテリの温度上昇率Ｙｒを推定する第４のステップと、
  前記温度上昇率Ｙｒと、前記使用経過時間または前記積算電力量とを用いて、前記他の
用途のバッテリの余寿命を推定する第５のステップと、
　前記記憶領域から登録済みの前記温度上昇率Ｘｒと、前記使用経過時間または前記積算
電力量とを取得する第６のステップ、または、前記記憶領域から、前記第２のステップに
て取得する前記情報に基づいて登録済みの前記使用経過時間または前記積算電力量と、前
記温度上昇率Ｘｒとを取得する第７のステップと、を有し、
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　前記第６のステップにて取得した前記使用経過時間または前記積算電力量と、前記温度
上昇率Ｘｒとを用いて前記第２～第５のステップを行い、
　または前記第２のステップを行い、前記第２のステップに基づいて前記第７のステップ
を行って取得した前記使用経過時間または前記積算電力量と、前記温度上昇率Ｘｒとを用
いて前記第３～第５のステップを行う
　ことを特徴とする余寿命推定方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載バッテリを他の用途に用いる場合の余寿命推定方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　車両には、走行用モータに供給される電力を蓄電するバッテリが搭載されている。バッ
テリは、使用により経時劣化するため寿命を有する。特許文献１は、車両の走行履歴を取
得して、バッテリの余寿命を推定する方法を開示する。特許文献１に開示された余寿命推
定方法は、バッテリを車載バッテリとして使用し続けることを前提とした車載用途での余
寿命推定方法である。
【０００３】
　今後、電気自動車、ハイブリッド自動車の普及が進むことにより、車両から回収される
車載バッテリの数が増大する。この使用済の車載バッテリを他の用途に再利用できれば、
使用済バッテリの有効活用に繋がるとして、近年、車載バッテリを他の用途に用いること
が種々の観点で検討されている。車載バッテリを他の用途に用いる場合、当該他の用途で
の余寿命を予測し、その予測結果を利用者に提供することで、車載バッテリの再利用の促
進に繋がることが期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０６３５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の余寿命推定方法は、バッテリを車載バッテリとして使用し続ける
ことを前提とした車載用途での余寿命推定方法であるため、この余寿命推定方法を他の用
途にそのまま適用しても、精度の低い推定結果しか得られない。例えば、車載バッテリの
内部抵抗値や実放電容量に基づき、車載バッテリの余寿命を推定する方法が知られている
が、内部抵抗値や実放電容量はバッテリの温度に左右されるため、正確に余寿命推定をで
きない。
【０００６】
　図９のグラフは、定置用バッテリの余寿命マップであり、縦軸が内部抵抗値、横軸がバ
ッテリ使用時間に対応している。定置用バッテリは、冷却機構、温度制御システムを備え
ていないため、定置用バッテリの温度を計測する時刻帯に応じて定置用バッテリの温度が
変化しやすくなる。例えば、定置用バッテリの内部抵抗値を測定した時刻帯が定置用バッ
テリの使用環境における平均温度よりも著しく低い極低温の時刻帯である場合、測定され
た内部抵抗値Ｒｄは、平均温度における定置用バッテリの内部抵抗値Ｒａよりも高くなる
。そのため、内部抵抗値Ｒｄから推定された余寿命時間が内部抵抗値Ｒａから推定される
余寿命時間よりも短くなり、余寿命時間の推定精度が低下する。実放電容量についても、
定置用バッテリの温度に左右されるため、時刻帯に応じて定置用バッテリの温度が変化す
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ることにより、実放電容量から推定される余寿命時間の推定精度が低下する。また、バッ
テリの余寿命は使われ方によって大きく変わるため、バッテリの余寿命を推定する際には
バッテリの使われ方を考慮することで推定精度を向上できる。
【０００７】
　そこで、本願発明は、車載バッテリの他の用途での余寿命を、内部抵抗値及び実放電容
量とは異なる別のパラメータを用いて、かつ、バッテリの使われ方を考慮して推定するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明者は、車載バッテリ、他の用途に用いられるバッテ
リを回収し、バッテリの様々なパラメータを調査解析した。その結果、内部抵抗値、実放
電容量よりも、バッテリの温度上昇率に基づきバッテリの余寿命を推定したほうが、推定
精度が高くなることを発見した。
【０００９】
　すなわち、本願発明は、車載バッテリとして使用されたバッテリであって、車載以外の
他の用途に再利用される前記バッテリの前記他の用途での余寿命を推定する余寿命推定方
法であって、前記車載バッテリの温度上昇率Ｘｒを取得する第１のステップと、車両の位
置情報、走行ルート、及び前記車載バッテリの使用形態のうちの少なくともいずれかの情
報を取得する第２のステップと、前記車載バッテリの寿命に至るまでの温度上昇率と前記
他の用途のバッテリの寿命に至るまでの温度上昇率とが対応付けられた温度上昇率マップ
であって、前記第２のステップにて取得する前記情報に対応する温度上昇率マップを取得
する第３のステップと、前記第３のステップにて取得する前記温度上昇率マップを用いて
、前記温度上昇率Ｘｒから前記他の用途のバッテリの温度上昇率Ｙｒを推定する第４のス
テップと、前記温度上昇率Ｙｒを用いて、前記他の用途のバッテリの余寿命を推定する第
５のステップと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本願発明によれば、車載バッテリの温度上昇率から当該他の用途のバッテリの温度上昇
率をバッテリの使われ方を考慮して推定し、この推定結果に基づき当該他の用途のバッテ
リの余寿命を推定できる。これにより、バッテリの用途及び使われ方に応じて正確に余寿
命を推定できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】余寿命推定装置の機能ブロック図である。
【図２】余寿命マップを示す図である。
【図３】各パラメータに対応付けられた余寿命マップを示す図である。
【図４】車載、定置用、緊急用バッテリの温度上昇率の関係を示すマップである。
【図５】余寿命時間を推定するための定置用バッテリの余寿命マップである。
【図６】余寿命積算電力量を推定するための定置用バッテリの余寿命マップである。
【図７】ＤＢの作成手順を示したフローチャートである。
【図８】余寿命推定方法の手順を示したフローチャートである。
【図９】内部抵抗値に基づいて余寿命を推定するためのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１実施形態）
　図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
　図１は、余寿命推定装置１の機能ブロック図である。
　余寿命推定装置１は、余寿命推定部１１、ＤＢ１２（data base）、入力部１３、表示
部１４、及び通信部１５を備える。ＤＢ１２は、余寿命推定装置１の不図示のメモリ内に
ある。ＤＢ１２には、車載バッテリ２の寿命に至るまでの温度上昇率と、定置用バッテリ
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３及び緊急用バッテリ４の寿命に至るまでの温度上昇率とが対応付けられた温度上昇率マ
ップ、及び、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の余寿命を推定するための余寿命マ
ップ、あるいは、温度上昇率マップや余寿命マップを作成するための各種のデータが登録
される。各マップの詳細は後述する。ここで、温度上昇率とは、所定時間当たりにおける
各バッテリ（車載バッテリ２、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４）の温度上昇量で
ある。
【００１３】
　余寿命推定部１１は、ＣＰＵを備える。余寿命推定部１１は、車載バッテリ２を定置用
バッテリ３及び緊急用バッテリ４として用いる場合の余寿命を推定する際に、以下の情報
（Ａ）～（Ｈ）を取得する。
　（Ａ）車載バッテリ２の現在までの使用経過時間
　（Ｂ）車載バッテリ２の現在の積算電力量
　（Ｃ）車載バッテリ２の現在の温度上昇率
　（Ｄ）車載バッテリ２の用途
　（Ｅ）余寿命の評価方法
　（Ｆ）車両の位置情報
　（Ｇ）走行ルート
　（Ｈ）車載バッテリ２、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の使用形態
【００１４】
　余寿命推定部１１は、ＤＢ１２にデータを登録するデータ登録部としても機能する。余
寿命推定部１１は、ＤＢ１２を構築する際には、上記情報（Ａ）～（Ｈ）に加え、定置用
バッテリ３及び緊急用バッテリ４のそれぞれに関して、使用経過時間、積算電力量、温度
上昇率をＤＢ１２に登録する。
【００１５】
　余寿命推定部１１は、詳しくは後述するが、各情報（Ａ）～（Ｈ）に基づいて温度上昇
率マップを特定し、該温度上昇率マップを用いて、現在の車載バッテリ２の温度上昇率か
ら定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の温度上昇率を推定する。そして、余寿命推定
部１１は、各情報（Ａ）～（Ｈ）に基づいて余寿命マップを特定し、該余寿命マップを用
いて、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の温度上昇率に基づき、ユーザが選択した
用途でバッテリを使用するときの余寿命を推定する。
【００１６】
　各情報（Ａ）～（Ｈ）は、入力部１３または通信部１５を介して余寿命推定部１１に出
力される。
　入力部１３は、各情報（Ａ）～（Ｈ）をユーザの操作入力を介して受け付けるキーボー
ドや操作キー、マウス等である。
【００１７】
　表示部１４は、ディスプレイであり、各情報（Ａ）～（Ｈ）の入力をユーザから入力部
１３にて受けつけるための各種の入力受付画面を表示する。
　通信部１５は、各情報（Ａ）～（Ｈ）を有線、無線を介して取得可能な通信インターフ
ェース、及び各情報（Ａ）～（Ｈ）を記憶媒体から取得可能なＵＳＢポート等の各種ポー
ト、コネクタ等である。
【００１８】
　以下、各情報（Ａ）～（Ｈ）の内容及び取得経路について説明する。各情報（Ａ）～（
Ｈ）は、温度上昇率マップ及び余寿命マップを特定するため、及びこれらのマップを用い
て定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の余寿命を推定するために用いられる。
【００１９】
（Ａ）車載バッテリ２（車両）の現在までの使用経過時間について
　車載バッテリ２の使用経過時間とは、車載バッテリ２が搭載された車両を出荷してから
現在までの経過時間のことであり、車両の走行時間と車両の非走行時間とを合算した時間
である。
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　余寿命推定部１１は、車両から取り外された、あるいは車両に実装された車載バッテリ
２の電池ＥＣＵ２１から現在（最新）までの使用経過時間を取得する。余寿命推定部１１
は、使用経過時間を、電池ＥＣＵ２１からメモリカード等の記憶媒体を介して取得しても
よいし、有線や無線を介して取得してもよい。
【００２０】
（Ｂ）車載バッテリ２の現在の積算電力量について
　余寿命推定部１１は、電池ＥＣＵ２１から、車載バッテリ２の充放電時の電力量を使用
経過時間内で積算した積算電力量をメモリカード等の記憶媒体を介して取得する。
【００２１】
（Ｃ）車載バッテリ２の現在の温度上昇率について
　余寿命推定部１１は、電池ＥＣＵ２１から、車載バッテリ２の現在の温度上昇率をメモ
リカード等の記憶媒体を介して取得する。
【００２２】
　ここで、車載バッテリ２とは、車両走行用モータに電力を供給したり、車両走行用モー
タからの回生電力を蓄えたりするバッテリのことであり、車両の走行状態に応じて充放電
レートが変化する。車載バッテリ２が搭載された車両は、車載バッテリ２の温度を調節す
るための温度調節手段を備える。温度調節手段は、例えばブロアによって空気を車載バッ
テリ２に吹きつけることにより、車載バッテリ２の温度を調節する。
【００２３】
　車載バッテリ２は、前述したように、他の用途に用いることもできる。すなわち、車載
バッテリ２を定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４として用いることもできる。
　定置用バッテリ３とは、エアコン、炊飯器等の家電製品に供給される電力を蓄電するバ
ッテリであり、定電流で放電される。
　緊急用バッテリ４は、火災現場の消火、原子炉設備の冷却等の緊急時に用いられる機器
に供給される電力を蓄電するバッテリであり、定電流で放電される。
　定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４には、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の
温度を調節するための温度調節手段が備え付けられることもあるし、温度調節手段が備え
付けられないこともある。
【００２４】
（Ｄ）車載バッテリ２の用途について
　余寿命推定部１１は、車載バッテリ２を定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４のいず
れとして用いるかの情報を、入力部１３を介して取得する。なお、余寿命推定部１１が取
得する該情報（Ｄ）及び下記情報（Ｅ）～（Ｈ）は、表示部１４に各情報（Ｄ）～（Ｈ）
の選択肢を複数表示し、その選択肢の中からユーザが選択したものであってもよい。
【００２５】
（Ｅ）余寿命の評価方法について
　余寿命を評価するための情報としては、使用経過時間あるいは積算電力量がある。
　余寿命推定部１１は、余寿命を評価するときに、使用経過時間あるいは積算電力量のい
ずれを推定するのかの指示を、入力部１３を介して取得する。
【００２６】
（Ｆ）車両の位置情報について
　余寿命推定部１１は、現在の車両の位置情報（走行地域）を、車両に搭載されたカーナ
ビゲーション装置５から取得したり、入力部１３を介してユーザの操作入力により取得し
たりする。本実施形態では、余寿命推定部１１は、車両の位置情報に基づいて、車載バッ
テリ２の周囲の温度（環境温度）を把握するようにしている。
【００２７】
（Ｇ）走行ルートについて
　余寿命推定部１１は、車両の代表的な走行ルート（走行予定ルート）を、カーナビゲー
ション装置５を介して取得したり、入力部１３を介してユーザの操作入力により取得した
りする。走行ルートは、車両の出発地点から目的地点までのルートである。本実施形態で
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は、余寿命推定部１１は、走行ルートに基づいて、該走行ルートにおける車載バッテリ２
の充放電パターンを把握するようにしている。
【００２８】
（Ｈ）車載バッテリ２、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の使用形態について
　余寿命推定部１１は、車載バッテリ２、定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の使用
形態として、例えば以下の情報（Ｈ１）～（Ｈ４）を取得する。
【００２９】
（Ｈ１）定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の使用地域について
　余寿命推定部１１は、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の使用地域を、入力部１３
を介してユーザの操作入力により取得する。本実施形態では、余寿命推定部１１は、使用
地域に基づいて、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の周囲の温度（環境温度）を把握
するようにしている。
【００３０】
（Ｈ２）定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の充放電パターンについて
　余寿命推定部１１は、定置用、緊急用バッテリ３、４の充放電パターンを、入力部１３
を介してユーザの操作入力により取得する。
【００３１】
（Ｈ３）車載バッテリ２、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の使用頻度について
　余寿命推定部１１は、車載バッテリ２、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の使用頻
度を、入力部１３を介してユーザの操作入力により取得する。使用頻度とは、各バッテリ
２～４を使用する時間が占める割合である。使用頻度としては、例えば、毎日、一週間の
うちで一日、一月のうちで一日、半年のうちで一日とすることができる。
【００３２】
（Ｈ４）定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の温度調節能力について
　余寿命推定部１１は、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４の温度を調節する能力（温
度調節能力）に関する情報を、入力部１３を介してユーザの操作入力により取得する。温
度調節能力に関する情報には、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４に温度調節手段が取
り付けられているか否かの情報や、定置用バッテリ３や緊急用バッテリ４に温度調節手段
が取り付けられる場合に、温度調節手段による温度調節の能力を示す情報が含まれる。
【００３３】
　図２は、余寿命マップを示す図である。
　余寿命マップとは、温度上昇率と、使用経過時間又は積算電力量とが対応付けられたマ
ップである。このように、余寿命マップは、使用経過時間および積算電力量のそれぞれに
関して用意されているとともに、各バッテリ２～４に関して用意されている。使用経過時
間に関する余寿命マップでは、各バッテリ２～４が寿命に到達するときの使用経過時間と
、各バッテリ２～４が寿命に到達するときの温度上昇率とが規定されている。同様に、積
算電力量に関する余寿命マップでは、各バッテリ２～４が寿命に到達するときの積算電力
量と、各バッテリ２～４が寿命に到達するときの温度上昇率とが規定されている。
【００３４】
　図３は、各情報（Ｈ１）～（Ｈ４）に対応付けられる余寿命マップを示す図である。な
お、図２を用いて説明したように、余寿命マップは、使用経過時間及び積算電力量のそれ
ぞれに対応付けられているが、図３では、使用経過時間に対応付けられているもののみを
図示している。
【００３５】
（１）使用地域
　各バッテリ２～４の余寿命マップは、使用地域（各バッテリ２～４の周囲の温度を把握
する情報）毎に設けられている。なお、車載バッテリ２の余寿命マップでは、使用地域と
して、車両の位置情報（Ｆ）を用いており、位置情報（Ｆ）毎に車載バッテリ２の余寿命
マップが設けられている。定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の余寿命マップは、使
用地域（Ｈ１）毎に設けられている。
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【００３６】
（２）充放電パターン
　各バッテリ２～４の余寿命マップは、充放電パターン毎に設けられている。車載バッテ
リ２の余寿命マップでは、充放電パターンとして、走行ルート（Ｇ）の情報が用いられて
おり、走行ルート（Ｇ）毎に車載バッテリ２の余寿命マップが設けられている。定置用バ
ッテリ３及び緊急用バッテリ４の余寿命マップは、充放電パターン（Ｈ２）毎に設けられ
ている。
【００３７】
（３）使用頻度
　各バッテリ２～４の余寿命マップは、使用頻度（Ｈ３）毎に設けられている。
【００３８】
（４）温度調節能力
　定置用バッテリ３及び緊急用バッテリ４の余寿命マップは、温度調節能力（Ｈ４）毎に
設けられている。車載バッテリ２には必ず温度調節装置が付けられ、また、その温度調節
能力も設計値である。そのため、車載バッテリ２の余寿命マップは、温度調節方法として
のパラメータ値は有さない。
【００３９】
　ここで、本実施形態では、予め、様々な使用形態下（様々な情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ
１）～（Ｈ４）の各パラメータ値下）での車載、定置用、緊急用バッテリ２～４の使用経
過時間及び積算電力量と、温度上昇率との関係を監視してＤＢ化する。
　すなわち、余寿命推定部１１は、予め、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）（（Ｈ１）～（
Ｈ４））のパラメータ値毎に、バッテリ２～４の使用経過時間及び積算電力量と、温度上
昇率との関係を対応付けてＤＢ１２に格納する。また、余寿命推定部１１は、この際、各
データをユーザにも対応付けてＤＢ１２に格納する。
【００４０】
　なお、余寿命を推定する際には、定置用、緊急用バッテリ３、４の使用経過時間、積算
電力量、温度上昇率の取得は不要であるが、ＤＢ１２を構築する際には、余寿命推定部１
１は、定置用、緊急用バッテリ３、４の使用経過時間、積算電力量、温度上昇率を、定置
用、緊急用バッテリ３、４のメモリ３１，４１（図１）から取得する。
【００４１】
　また、各バッテリ２～４の余寿命マップにおいて、新品時及び寿命時の温度上昇率が登
録される。各余寿命マップにおいて、寿命時の使用経過時間は登録されなくてもよい。し
かしながら、寿命時の使用経過時間は、詳しくは後述するが、寿命マップを線形とみなす
ことにより、現在の使用経過時間（（Ａ）車載バッテリ２の使用経過時間）、現在の温度
上昇率、寿命時の温度上昇率から推定可能である。
【００４２】
　このように、ＤＢ１２には、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値毎に、バッ
テリ２～４の使用経過時間及び積算電力量と、温度上昇率との関係が対応付けられた２種
類の余寿命マップが格納される。
【００４３】
　なお、ＤＢ１２に基づき、単一の情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に対応付
けられた余寿命マップの他、複数の情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に対応付
けられた余寿命マップも作成される。例えば、車載バッテリ２の余寿命マップにおいて、
（Ｆ）車両の位置情報のパラメータ値と、（Ｇ）走行ルートのパラメータ値とに対応付け
られた余寿命マップも作成される。
【００４４】
　本実施形態では、例えば使用経過時間に対応付けられた余寿命マップにおいて、情報（
Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に基づき１つの余寿命マップを特定可能である。そ
して、該余寿命マップを用いて、寿命時の使用経過時間から現在の使用経過時間を減算す
ることで余寿命時間を推定できる。
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【００４５】
　また、車載バッテリ２として使用しており、実際には定置用、緊急用バッテリ３，４と
して使用していない場合でも、定置用、緊急用バッテリ３，４の温度上昇率を推定するこ
とが可能であれば、余寿命マップを用いることで余寿命を推定できる。すなわち、余寿命
マップを線形とみなすことにより、定置用、緊急用バッテリ３，４の温度上昇率の推定値
、現在の使用経過時間（（Ａ）車載バッテリ２の使用経過時間）、寿命時の定置用、緊急
用バッテリ３，４の温度上昇率により寿命時の定置用、緊急用バッテリ３，４の使用経過
時間を推定でき、寿命時の使用経過時間から現在の使用経過時間を減算することで、余寿
命時間を推定できる。積算電力量に対応付けられた余寿命マップを用いる場合も、同様に
、余寿命マップを線形とみなすことにより、定置用、緊急用バッテリ３，４の温度上昇率
の推定値に基づき余寿命積算電力量を推定できる。
【００４６】
　図４は、車載、定置用、緊急用バッテリ２～４の温度上昇率マップである。
　本発明者は、上記のようにして構築したＤＢ１２から、同一条件下（同一の情報（Ｆ）
、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値下）において、車載、定置用、緊急用バッテリ２～４の
寿命に至るまでの温度上昇率の変化を調査解析し、これらのバッテリ２～４の温度上昇率
が互いに比例することを発見した。そして、これらの温度上昇率の関係を三次元マップで
規定した。温度上昇率マップを用いることで、車載バッテリ２の現在の温度上昇率Ｘｒに
基づき、定置用バッテリ３の現在の温度上昇率Ｙｒ１及び緊急用バッテリ４の現在の温度
上昇率Ｙｒ２を推定できる。
【００４７】
　温度上昇率マップも、余寿命マップと同様、情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ
値に応じてあり、基本的に前述と同様、４つのバリエーション（１）～（４）がある。す
なわち、（１）使用地域、（２）充放電パターン、（３）使用頻度、（４）温度調節方法
のいずれかのパラメータ値あるいは複数のパラメータ値を各バッテリ２～４毎に指定する
ことで、ＤＢ１２に基づき１つの温度上昇率マップを特定できる。
【００４８】
　温度上昇率マップのＸ軸は、車載バッテリ２の温度上昇率に対応する。Ｘ０は、車載バ
ッテリ２の新品時の温度上昇率である。Ｘｎは、車載バッテリ２の寿命時の温度上昇率で
ある。寿命時の温度上昇率は、放電レートが最も高くなる走行場面において許容される温
度上昇率の上限値とするのが好ましい。これらの温度上昇率Ｘ０、Ｘｎは、温度上昇率マ
ップ毎に定められる設定値である、すなわち、ＤＢ１２に基づき、情報（Ｆ）、（Ｇ）、
（Ｈ）のパラメータ値の指定により定まる値である。Ｘｒは、余寿命推定の際に使用する
値であり、車載バッテリ２の現在の温度上昇率である。Ｘｒは、言い換えると、車載バッ
テリ２を他の用途に用途変更する直前の温度上昇率である。余寿命の推定の際には、余寿
命推定部１１は、車載バッテリ２の現在の温度上昇率Ｘｒを余寿命の推定の直前に電池Ｅ
ＣＵ２１から取得する。
【００４９】
　温度上昇率マップのＹ１軸は、定置用バッテリ３の温度上昇率に対応する。Ｙ０１は、
定置用バッテリ３の新品時の温度上昇率である。Ｙｎ１は、定置用バッテリ３の寿命時の
温度上昇率である。定置用バッテリ３が放電レートの高い負荷に用いられる場合には寿命
時の温度上昇率をより低くする必要があり、放電レートの低い負荷に用いられる場合には
寿命時の温度上昇率をより高くできる。ここで、定置用バッテリ３は、放電レートが車載
バッテリ２よりも低く設定されている。従って、定置用バッテリ３の場合、寿命時の温度
上昇率を高く設定しても異常過熱などが起こりにくい。そのため、定置用バッテリ３の寿
命時の温度上昇率Ｙｎ１は、車載バッテリ２の寿命時の温度上昇率Ｘｎよりも高くなる。
温度上昇率Ｙ０１、Ｙｎ１は、温度上昇率マップ毎に予め定められる設定値である、すな
わち、ＤＢ１２に基づき、情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値の指定により定ま
る値である。
【００５０】
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　温度上昇率マップのＹ２軸は、緊急用バッテリ４の温度上昇率に対応する。Ｙ０２は、
緊急用バッテリ４の新品時の温度上昇率である。Ｙｎ２は、緊急用バッテリ４の寿命時の
温度上昇率である。緊急用バッテリ４は、火災などを早期に鎮火させる必要があるため、
車載バッテリ２及び定置用バッテリ３よりも放電レートが高く設定される。従って、緊急
用バッテリ４の寿命時の温度上昇率Ｙｎ２は、車載バッテリ２の寿命時の温度上昇率Ｘｎ
及び定置用バッテリ３の寿命時の温度上昇率Ｙｎ１よりも高くなる。温度上昇率Ｙ０２、
Ｙｎ２は、温度上昇率マップ毎に予め定められる設定値である、すなわち、ＤＢ１２に基
づき、情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値の指定により定まる値である。
【００５１】
　バッテリの電流値をＩ、バッテリの内部抵抗をＲとした時に、バッテリの発熱量はＩ２

×Ｒによって推定される。電池劣化が進むほど内部抵抗Ｒが上がり、バッテリの発熱量は
大きくなる。従って、バッテリの温度上昇率は、バッテリの劣化が進むほど大きくなる。
【００５２】
　Ｋは、車載バッテリ２の現在の温度上昇Ｘｒに基づき、定置用バッテリ３の現在の温度
上昇率Ｙｒ１及び緊急用バッテリ４の現在の温度上昇率Ｙｒ２を求めるための基準線であ
る。この基準線Ｋは、定置用バッテリ３の寿命時の温度上昇率Ｙｎ１及び車載バッテリ２
の寿命時の温度上昇率Ｘｎに対応した座標点ＴＥと、定置用バッテリ３の新品時の温度上
昇率Ｙ０１及び車載バッテリ２の新品時の温度上昇率Ｘ０に対応した座標点ＴＳとを結ん
だ線分である。なお、基準線Ｋの矢印は、バッテリ２～４の劣化度が高くなる方向に対応
する。
【００５３】
　基準線Ｋに基づき、定置用バッテリ３の現在の温度上昇率Ｙｒ１及び緊急用バッテリ４
の現在の温度上昇率Ｙｒ２を求めることができる。具体的には、基準線Ｋにおける車載バ
ッテリ２の現在の温度上昇率Ｘｒに対応するＹ１軸の値、つまり、座標点ＴＰのＹ１軸の
値を定置用バッテリ３の現在の温度上昇率Ｙｒ１として推定できる。
【００５４】
　また、座標点ＴＰから延びる線分Ｌ２のＹ２軸上の値を、緊急用バッテリ４の現在の温
度上昇率Ｙｒ２として推定できる。線分Ｌ２は線分Ｌ１に平行であり、線分Ｌ１は座標点
ＴＳと緊急用バッテリ４の新品時の温度上昇率Ｙ０２とを結ぶ線分である。
【００５５】
　ただし、図４の温度上昇率マップは上述の形態に限るものではない。例えば、上述の三
次元マップを、車載バッテリ２及び定置用バッテリ３の温度上昇率に関する二次元マップ
と、車載バッテリ２及び緊急用バッテリ４の温度上昇率に関する二次元マップとに分割し
、それぞれの二次元マップをＤＢ１２に記憶させることもできる。
【００５６】
　以上のように、本実施形態では、（１）使用地域、（２）充放電パターン、（３）使用
頻度、（４）温度調節方法のいずれかのパラメータ値（情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパ
ラメータ値）あるいは複数のパラメータ値（情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値
）を各バッテリ２～４毎に指定することで、ＤＢ１２に基づき１つの温度上昇率マップを
特定できる。
【００５７】
　そして、該温度上昇率マップを用いることで、車載バッテリ２を定置用、緊急用バッテ
リ３、４として使用する場合における定置用、緊急用バッテリ３、４の現在の温度上昇率
Ｙｒ１、Ｙｒ２を、車載バッテリ２の現在の温度上昇Ｘｒに基づいて推定できる。
【００５８】
　ここで、車載、定置用、緊急用バッテリ２～４は、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）、す
なわち車両の位置情報、走行ルート、車載、定置用、緊急用バッテリ２～４の使用形態に
よって温度上昇率が変化する。本実施形態では、これらの情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）に
応じた温度上昇率マップを用いるので、定置用、緊急用バッテリ３、４の現在の温度上昇
率を精度よく推定できる。
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【００５９】
　また、情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のいずれかのパラメータ値あるいは複数のパラメー
タ値を各バッテリ２～４毎に指定することで、定置用、緊急用バッテリ３、４の余寿命マ
ップ（図３参照）を特定できる。
　そして、該余寿命マップを用いることで、前述したように定置用、緊急用バッテリ３、
４の現在の温度上昇率Ｙｒ１、Ｙｒ２に基づいて、定置用、緊急用バッテリ３、４の余寿
命（使用経過時間、又は積算電力量）を推定できる。本実施形態では、この際、定置用、
緊急用バッテリ３、４の現在の温度上昇率Ｙｒ１、Ｙｒ２を高い精度で推定しているので
、余寿命の推定精度も高くできる。
【００６０】
　図５は、余寿命を評価するためのパラメータとして使用経過時間（Ｈ）を用いる場合の
定置用バッテリ３の余寿命マップである。なお、余寿命マップは、適宜の情報（Ｆ）、（
Ｇ）、（Ｈ）により特定されているものとする。
【００６１】
　定置用バッテリ３の寿命時の温度上昇率Ｙｎ１、定置用バッテリ２の現在の温度上昇率
Ｙｒ１及び現在までの使用経過時間ＴＸ１（車載バッテリ２の使用経過時間ＴＸ１）に基
づき、以下の推定式（i）から定置用バッテリ３の新品時から寿命までの寿命時間ＴＸ０
を推定できる。
　ＴＸ０＝Ｙｎ１×ＴＸ１÷Ｙｒ１・・・・・・・・・・・・・・・・・・（i）
【００６２】
　なお、温度上昇率Ｙｎ１は、温度上昇率マップ毎に登録される値である。温度上昇率Ｙ
ｒ１は、温度上昇率マップを用いて推定される値であり、使用経過時間ＴＸ１は、直前に
電池ＥＣＵ２１から取得する値である。
【００６３】
　寿命時間ＴＸ０を推定した後に、以下の推定式（ii）に基づき、定置用バッテリ３の現
在から寿命まで余寿命時間（使用可能時間）Ｔｅを推定できる。
　Ｔｅ＝ＴＸ０－ＴＸ１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ii）
【００６４】
　図６は、余寿命を評価するためのパラメータとして積算電力量（ＫＷｈ）を用いる場合
の定置用バッテリ３の余寿命マップである。
　定置用バッテリ３の寿命時の温度上昇率Ｙｎ１、定置用バッテリ３の現在の温度上昇率
Ｙｒ１及び現在までの車載バッテリ２の積算電力量ＳＸ１に基づき、以下の推定式（iii
）から、定置用バッテリ３の新品時から寿命までの積算電力量ＳＸ０を推定できる。
　ＳＸ０＝Ｙｎ１×ＳＸ１÷Ｙｒ１・・・・・・・・・・・・・・・・・・（iii）
【００６５】
　なお、寿命時の温度上昇率Ｙｎ１は、温度上昇率マップ毎に定められる値である。現在
の温度上昇率Ｙｒ１は、温度上昇率マップを用いて推定される値であり、車載バッテリ２
の現在の積算電力量ＳＸ１は、直前に電池ＥＣＵ２１から取得する値である。
【００６６】
　積算電力量ＳＸ０を推定した後に、以下の推定式（iv）に基づき、定置用バッテリ３の
現在から寿命時までの余寿命積算電力量Ｓｅを推定できる。
　Ｓｅ＝ＳＸ０－ＳＸ１・・・・・・・・・・・・・・・・・・（iv）
　なお、緊急用バッテリ４についても、同様の方法により余寿命を推定できる。
【００６７】
　次に、ＤＢ１２の構築手順を図７のフローチャートを参照して簡略に説明する。
　余寿命推定部１１は、監視対象の車載バッテリ２の電池ＥＣＵ２１から、随時、現在の
（Ａ）使用経過時間、（Ｂ）積算電力量、（Ｃ）温度上昇率のパラメータ値を取得する（
ステップＳ１０１）。なお、取得タイミングは、車両や車載バッテリ２の定期点検時や検
査時であってもよい。後述する定置用、緊急用バッテリ３、４の情報の取得タイミングも
同様である。
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【００６８】
　余寿命推定部１１は、カーナビゲーション装置５から車載バッテリ２の（Ｆ）車両の位
置情報、（Ｇ）走行ルートのパラメータ値を取得するとともに、ユーザの手入力等により
、（Ｈ３）使用頻度のパラメータ値を取得する（ステップＳ１０２）。
【００６９】
　余寿命推定部１１は、監視対象の定置用、緊急用バッテリ３，４のメモリ３１，４１か
ら、随時、現在の使用経過時間、積算電力量、温度上昇率のパラメータ値を取得する（ス
テップ１０３）。
【００７０】
　余寿命推定部１１は、ユーザの手入力等により、該定置用、緊急用バッテリ３，４の（
Ｈ１）使用地域、（Ｈ２）充放電パターン、（Ｈ３）使用頻度、（Ｈ４）温度調節方法の
パラメータ値を取得する（ステップＳ１０４）。
【００７１】
　余寿命推定部１１は、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）（（Ｈ１）～（Ｈ４））のパラメ
ータ値に対応する余寿命マップ及び温度上昇率マップがＤＢ１２に登録されているか否か
を判定する（ステップＳ１０５）。
【００７２】
　余寿命推定部１１は、該当するマップがＤＢ１２に無い場合（ステップＳ１０５：ＮＯ
）、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に対応する使用経過時間又は積算電力
量と、温度上昇率とが対応付けられた余寿命マップを作成し、ＤＢ１２に登録する。また
、余寿命推定部１１は、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に対応する各バッ
テリ２～４の温度上昇率の関係を規定する温度上昇率マップを作成し、ＤＢ１２に登録す
る（ステップＳ１０６）。
【００７３】
　余寿命推定部１１は、該当するマップがＤＢ１２に有る場合（ステップＳ１０５：ＹＥ
Ｓ）、各情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）のパラメータ値に対応する余寿命マップにおいて、
今回取得した各バッテリ２～４の使用経過時間又は積算電力量と、温度上昇率とを追加し
、各バッテリ２～４の余寿命マップを更新する。同様に、余寿命推定部１１は、温度上昇
率マップを更新する（ステップＳ１０７）。なお、余寿命推定部１１は、ユーザの入力等
により取得するバッテリ２～４の新品時及び寿命時の温度上昇率の値を、いずれかのステ
ップＳ１０６，Ｓ１０７においてＤＢ１２に登録する。
【００７４】
　このようにして余寿命推定部１１は、随時各バッテリ２～４の余寿命マップ及び温度上
昇率マップに係るデータを取得し、ＤＢ１２を構築していく。なお、余寿命推定部１１は
、余寿命を推定するための初期のＤＢ１２を構築した後に、ユーザのバッテリ２～４の点
検時や修理時毎に、各データを取得してマップを更新してもよい。
【００７５】
　次に、余寿命の推定方法について図８のフローチャートを参照しながら説明する。
　余寿命推定部１１は、ユーザの手入力等により（Ｄ）車載バッテリ２の用途（定置用、
又は緊急用）を取得する（ステップＳ２０１）。
　続いて、余寿命推定部１１は、ユーザの手入力等により（Ｅ）余寿命の評価方法（使用
経過時間又は積算電力量）を取得する（ステップＳ２０２）。
【００７６】
　余寿命推定部１１は、電池ＥＣＵ２１から車載バッテリ２の現在の（Ａ）使用経過時間
ＴＸ１、（Ｂ）積算電力量ＳＸ１、（Ｃ）温度上昇率Ｘｒを取得する（ステップＳ２０３
：第１のステップ）。
【００７７】
　続いて、余寿命推定部１１は、カーナビゲーション装置５から（Ｆ）車両の位置情報、
（Ｇ）走行ルートを取得するとともに、ユーザの手入力等により（Ｈ３）車載バッテリ２
の使用頻度を取得する（ステップＳ２０４：第２のステップ）。
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　また、余寿命推定部１１は、ユーザの手入力等により定置用、緊急用バッテリ３，４の
（Ｈ１）使用地域、（Ｈ２）充放電パターン、（Ｈ３）使用頻度、（Ｈ４）温度調節方法
を取得する（ステップＳ２０５：第２のステップ）。
【００７８】
　温度上方率マップ及び寿命マップのバリエーションを特定するためのこれらの情報（Ｆ
）、（Ｇ）、（Ｈ）は、ステップＳ２０４、Ｓ２０５にて少なくともいずれかを取得すれ
ばよい。例えば、余寿命推定部１１は、（Ｆ）車両の位置情報、及び（Ｈ１）定置用、緊
急用バッテリ３，４の使用地域のみを取得してもよい。
【００７９】
　余寿命推定部１１は、用途が定置用である場合（ステップＳ２０６：ＹＥＳ）、取得す
る情報（Ａ）～（Ｈ）から温度上昇率マップを特定する処理を行う（ステップＳ２０７：
第３のステップ）。例えば余寿命推定部１１は、（Ｆ）車両の位置情報、及び（Ｈ１）定
置用バッテリ３の使用地域から、図４等の温度上昇率マップを特定する処理を行う。
【００８０】
　ＤＢ１２内に、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応する温度上昇率マップがある場合（
ステップＳ２０７：ＹＥＳ）、余寿命推定部１１は、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応
する温度上昇率マップをＤＢ１２から取得する（ステップＳ２０８：第３のステップ）。
【００８１】
　ＤＢ１２内に、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応する温度上昇率マップが無い場合（
ステップＳ２０７：ＮＯ）、余寿命推定部１１は、ステップＳ２０４，２０５で取得した
情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）と異なる情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）の入力をユーザに促し
、新たな情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）をユーザの手入力等により取得した後（ステップＳ
２１０：第３のステップ）、再び温度上昇率マップの特定処理を行う（ステップＳ２０７
）。
【００８２】
　なお、図８のフローチャートでは、ステップＳ２０７、Ｓ２０８にて温度上昇率マップ
の特定を、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）との完全一致により行うが、温度上昇率マップの
特定処理は、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）にほぼ合致する温度上昇率マップを取得しても
よい。合致範囲の設定は任意で設定してもよい。
【００８３】
　余寿命推定部１１は、温度上昇率マップを特定すると、図４等の温度上昇率マップに基
づき、定置用バッテリ３の現在の温度上昇率Ｙｒ１を求める（ステップＳ２０９：第４の
ステップ）。
【００８４】
　ユーザが選択した用途が緊急用である場合（ステップＳ２０６：ＮＯ）、余寿命推定部
１１は、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）から温度上昇率マップを特定する処理を行う（ステ
ップＳ２１１：第３のステップ）。
　取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応する温度上昇率マップがＤＢ１２内にある場合（ス
テップＳ２１１：ＹＥＳ）、余寿命推定部１１は、取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応す
る温度上昇率マップを特定する（ステップＳ２１２：第３のステップ）。
【００８５】
　取得する情報（Ａ）～（Ｈ）に対応する温度上昇率マップがＤＢ１２内に無い場合（ス
テップＳ２１１：ＮＯ）、定置用での処理と同様、余寿命推定部１１は、ステップＳ２０
４，２０５で取得した情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）と異なる情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）
をユーザの手入力等により取得した後（ステップＳ２１４：第２のステップ）、再び温度
上昇率マップの特定処理を行う（ステップＳ２１１）。
【００８６】
　余寿命推定部１１は、特定した温度上昇率マップに基づき（ステップＳ２１２：第３の
ステップ）、緊急用バッテリ４の現在の温度上昇率Ｙｒ２を求める（ステップＳ２１３：
第４のステップ）。
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【００８７】
　余寿命推定部１１は、ユーザが選択した余寿命評価方法が使用経過時間である場合（ス
テップＳ２１５：ＹＥＳ）、特定した余寿命マップを用いて前述の推定式（i）、（ii）
に基づき、現在から寿命時までの余寿命時間Ｔｅを推定する（ステップＳ２１６：第５の
ステップ）。
【００８８】
　余寿命推定部１１は、ユーザが選択した余寿命評価方法が積算電力量である場合（ステ
ップＳ２１５：ＮＯ）、特定した余寿命マップを用いて上述の推定式（iii）、（iv）に
基づき、現在から寿命時までの余寿命積算電力量Ｓｅを推定する（ステップＳ２１７：第
５のステップ）。
【００８９】
　余寿命推定部１１は、余寿命時間Ｔｅ又は余寿命積算電力量Ｓｅを余寿命として表示部
１４に表示するとともに、取得した情報（Ａ）～（Ｈ）に基づきＤＢ１２を更新する（ス
テップＳ２１８）。
　本実施形態では、上述の処理により、バッテリの用途に応じた精度の高い余寿命情報を
提供できる。
【００９０】
（第２実施形態）
　第１実施形態では、余寿命推定の際に電池ＥＣＵ２１から車載バッテリ２の現在の（Ａ
）使用経過時間、（Ｂ）積算電力量、（Ｃ）温度上昇率を取得し、余寿命を推定する例を
説明した。第１実施形態では、各情報（Ａ）～（Ｃ）の値として現在の値を用いるので、
余寿命の推定精度を良好にできる。
【００９１】
　しかしながら、各情報（Ａ）～（Ｃ）のパラメータ値は、現在のものを必ずしも使用す
る必要はなく、例えばユーザが前回登録したものを用いてもよい。また、ＤＢ１２内に、
入力される情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）が一致、あるいは近似するユーザの情報（Ａ）～
（Ｃ）がある場合、該ユーザの情報（Ａ）～（Ｃ）のパラメータ値を用いてもよい。
　このようにすることで、本実施形態では、余寿命推定の際に電池ＥＣＵ２１から情報（
Ａ）～（Ｃ）を取得することを不要にでき、ユーザの負担を減らすことができる。
【００９２】
　本フローチャートでは、余寿命の評価方法を利用者が選択できるように構成したが、本
発明はこれに限るものではない。例えば、余寿命時間Ｔｅ及び余寿命積算電力量Ｓｅの双
方を推定し、これらを表示部１４に表示してもよい。また、ユーザによる選択を不可とし
、余寿命時間Ｔｅ及び余寿命積算電力量Ｓｅのうちいずれか一方を推定し、これを表示部
１４に表示してもよい。
【００９３】
　余寿命推定部１１は、車載バッテリ２側の情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）、あるいは定置
用、緊急用バッテリ３、４側の情報（Ｈ）のみを用いて温度上昇率マップを特定してもよ
い。すなわち、余寿命推定部１１は、（Ｆ）車両の位置情報、及び（Ｈ１）定置用、緊急
用バッテリ３、４の使用地域のいずれかに基づいて温度上昇率マップ及び余寿命マップを
特定してもよい。余寿命推定部１１は、（Ｇ）走行ルート、及び（Ｈ２）定置用、緊急用
バッテリ３、４の充放電パターンのいずれかに基づいて温度上昇率マップ及び余寿命マッ
プを特定してもよい。余寿命推定部１１は、（Ｈ３）車載バッテリ２の使用頻度、及び定
置用、緊急用バッテリ３、４の使用頻度のいずれかから温度上昇率マップを特定してもよ
い。　
【００９４】
　このようにしても、少なくとも車載バッテリ２側、あるいは定置用、緊急用バッテリ３
、４側のいずれかの情報（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）を考慮して定置用、緊急用バッテリ３、
４の現在の温度上昇率を推定できるので、定置用、緊急用バッテリ３、４の現在の温度上
昇率の推定精度を向上でき、ひいては余寿命の推定精度を向上できる。
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【符号の説明】
【００９５】
２：車載バッテリ　　　　　　　　　　　３：定置用バッテリ（他の用途のバッテリ）
４：緊急用バッテリ（他の用途のバッテリ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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              　　　　　　１５／００－１５／４２
              Ｇ０１Ｒ　　３１／３６
              Ｈ０１Ｍ　　１０／４２－１０／４８
              Ｈ０２Ｊ　　　７／００－７／１２
              　　　　　　　７／３４－７／３６　　　　
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